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平成２8 年 9 月 2 日（金）13:30～16:00  

                            高知会館 ３階 飛鳥 

 

次  第 
 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

（１）部会長の選任について 

（２）第２期産業振興計画における産業成長戦略（農業分野）の総括について 

（３）第３期産業振興計画における産業成長戦略（農業分野）の進捗状況等について 

ア 産業成長戦略の上半期の進捗状況等 

 ①環境制御技術普及促進事業について 

 ②次世代型こうち新施設園芸システムの普及促進について 

 ③土佐あかうしの好循環への戦略等 

 ④中山間農業複合経営拠点の整備推進等 

 ⑤高知県産園芸品の出荷・流通・販売支援策について 

 ⑥産地提案型担い手確保対策について 

 ⑦農業クラスターの形成について 

イ 産業成長戦略の取り組み強化の方向性（案） 

 

（４）その他 

 

 

３ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度第１回産業振興計画フォローアップ委員会農業部

会 



 

 

添付資料一覧 

 

＜議事資料＞ 

資料２：第２期高知県産業振興計画の総括（案） 

資料３：各産業分野で掲げた４年後の目標達成に向けた確認資料（農業分野） 

資料４：産業成長戦略の上半期の進捗状況等 

資料４-①：環境制御技術普及促進事業について 

資料４-②：次世代型こうち新施設園芸システムの普及促進について 

資料４-③：土佐あかうしの好循環への戦略 

資料４-④：中山間農業複合経営拠点の整備推進 

資料４-⑤：高知県産園芸品の出荷・流通・販売支援策について 

資料４-⑥：「産地提案型担い手確保対策」の取り組み状況及び今後の推進方向 

資料４-⑦：農業クラスターの形成について 

   資料５-①：産業成長戦略の取り組み強化の方向性-労働力の確保と省力化の推進 

   資料５-②：産業成長戦略の取り組み強化の方向性-女性の活躍促進 

 

＜参考資料＞ 

【参考１】第２期高知県産業振興計画 産業成長戦略の総括シート（農業分野） 

【参考２】平成 28 年度産業振興計画 まち･ひと･しごと創生総合戦略年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

【参考３】第３期産業振興計画フォローアップ体制 

 

＜その他配布物＞ 

 ・委嘱状 

 ・第３期高知県産業振興計画 PR パンフレット 

  ・中山間農業複合経営拠点 パンフレット 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
高知県産業振興計画フォローアップ委員会農業部会員名簿 

   
      

所属 役      職 氏名 

高知大学地域協働学部 教   授 市川 昌広 

高知県全国取引会社協議会 会      長 遠藤 貢司 

ＪＡ高知女性組織協議会 会 長 川井 由紀 

全国農業協同組合連合会 高知県本部 本部長 土居 正明 

馬路村農業協同組合 代表理事組合長 東谷 望史 

高知県食品工業団地事業協同組合 専務理事 野村 有弘 

高知県農業協同組合中央会 会      長 久岡 隆 

高知県園芸農業協同組合連合会 代表理事会長 弘田 憲一 

学校法人三谷学園ＲＫＣ調理師学校 校      長 三谷 英子 

土佐経済同友会 代表幹事 吉澤 文治郎 

  

(５０音順、敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

産業振興計画スケジュール表【H28 年度】 

 

月 フォローアップ委員会等 農業部会 

９ 

月 

 

第１回フォローアップ委員会 

             （９月 12 日） 

第１回農業部会（9 月 2 日） 

10 

月 

  

11 

月 

  

12 

月 

  

１ 

月 

 

第２回フォローアップ委員会 

    （1 月 20 日予定） 

第２回農業部会 （１月中旬予定） 

 （1 月 12～20 日の間で予定） 

２ 

月 

  

３ 

月 

  

 



 

 

高知県産業振興計画フォローアップ委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 県経済に活力を取り戻し、将来に一層の希望を持って暮らすことのできる高知県づくりを

目指して、官民協働で実行する高知県産業振興計画（以下「産業振興計画」という。）及び高知県

まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の検証等を行い、より効果的かつ

実効性あるものとするため、高知県産業振興計画フォローアップ委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 産業振興計画の進捗状況の検証、評価、修正・追加にかかる検討に関すること。 

 (２) 総合戦略の進捗状況の検証、評価、修正・追加にかかる検討に関すること。 

（３）その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 （委員及び組織） 

第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

 (１) 農業、林業、水産業、商工業、観光に関する団体の代表者 

 (２) 地方銀行の代表者 

 (３)  有識者 

 (４) 市町村長の代表者 

 (５) その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の３月３１日までとする。 

３ 委員会に委員長１名及び副委員長２名を置き、委員の互選により定める。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め、資料の提出、意見の表

明、説明その他の協力を求めることができる。 

 

 （会議） 

第４条 委員会の会議（以下「委員会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

ただし、委員長及び副委員長が選任される前に招集される委員会議については、知事が招集する

ことができる。 

２ 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 



 

 

３ 委員会議は公開とする。ただし、委員会において特に必要があると認めるときは、非公開とす

ることができる。 

４ 第３条第１項に定める委員が委員会議を欠席する場合、委員長は当該委員の申し出により代理

出席を認めることができる。ただし、委員長及び副委員長が選任される前に招集される委員会議

は、第３条第１項に定める委員の申し出により、知事が代理出席を認めることができる。 

 

 （専門部会） 

第５条 産業振興計画の産業成長戦略の実行に関し、専門分野の成長戦略について必要なフォロー

アップを行うため、委員会に次の各号に定める専門部会を設置する。 

 (１) 農業部会 

 (２) 林業部会  

 (３) 水産業部会 

 (４) 商工業部会 

 (５) 観光部会 

２ 各専門部会の部会員は、委員会の委員及び次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任命

する。 

(１) 学識経験者 

(２) 地域活性化の実践的な活動に実績を有する者 

(３) 商工業、観光に関する実務に識見を有する者 

３ 部会員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の３月３１日までとする。 

４ 専門部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。 

５ 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。ただし、部会長が選

任される前に招集される専門部会の会議については、知事が招集することができる。 

６ 第２項に定める部会員が専門部会の会議を欠席する場合、部会長は当該部会員の申し出により

代理出席を認めることができる。ただし、部会長が選任される前に招集される専門部会の会議は、

第２項に定める部会員の申し出により、知事が代理出席を認めることができる。 

７ 専門部会の事務局は、当該分野を所管する部の主管課に置く。 

 

 （連携テーマ部会） 

第６条 産業振興計画の産業成長戦略の実行に関し、産業間の連携戦略について必要なフォローア

ップを行うため、委員会に連携テーマ部会を設置する。 

２ 連携テーマ部会の部会員は、専門部会の部会員及び次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱

又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 地域活性化の実践的な活動に実績を有する者 

３ 部会員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の３月３１日までとする。 

４ 連携テーマ部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。 



 

 

５ 連携テーマ部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。ただし、部会

長が選任される前に招集される連携テーマ部会の会議については、知事が招集することができる。 

６ 第２項に定める部会員が連携テーマ部会の会議を欠席する場合、部会長は当該部会員の申し出

により代理出席を認めることができる。ただし、部会長が選任される前に招集される連携テーマ

部会の会議は、第２項に定める部会員の申し出により、知事が代理出席を認めることができる。 

７ 連携テーマ部会の事務局は、産業振興推進部計画推進課に置く。 

 

 （地域アクションプランフォローアップ会議） 

第７条 産業振興計画の地域アクションプランの実行に関し、必要なフォローアップを行うため、

地域アクションプランフォローアップ会議（以下「フォローアップ会議」という。）を設置する。 

２ フォローアップ会議の名称及びそれぞれの対象地域は、次の表に定めるとおりとする。 

３ 各フォローアップ会議の委員（以下「会議委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちか

ら知事が委嘱する。 

 (１) 市町村長 

(２) 農業、林業、水産業、商工業、観光に関する団体の代表者 

(３) その他知事が必要と認める者 

４ 会議委員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の３月３１日までとする。 

５ フォローアップ会議に座長を置き、会議委員の互選により定める。 

６ フォローアップ会議の会合は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。ただし、座長

が選任される前に招集されるフォローアップ会議については、知事が招集することができる。 

７ 第３項に定める会議委員がフォローアップ会議を欠席する場合、座長は当該会議委員の申し出

名称 対象地域 

安芸地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町 安田町 

北川村 馬路村 芸西村 

物部川地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

南国市 香南市 香美市 

 

高知市地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

高知市 

 

嶺北地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

本山町 大豊町 土佐町 大川村 

 

仁淀川地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

土佐市 いの町 仁淀川町 佐川町 越知町 日高村 

 

高幡地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

須崎市 中土佐町 檮原町 津野町 四万十町 

 

幡多地域アクションプラン 

フォローアップ会議 

宿毛市 土佐清水市 四万十市 大月町 三原村 黒潮町 

 



 

 

により代理出席を認めることができる。ただし、座長が選任される前に招集されるフォローアッ

プ会議は、第３項に定める会議委員の申し出により、知事が代理出席を認めることができる。 

８ フォローアップ会議の事務局は、対象地域に設置する産業振興推進地域本部に置く。 

 

 （事務局） 

第８条 委員会の事務局は、産業振興推進部計画推進課に置く。 

 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

 

   附 則 

   この要綱は、平成２２年５月７日から施行する。 

   附 則 

   この要綱は、平成２４年７月１３日から施行する。 

   附 則 

   この要綱は、平成２６年７月１８日から施行する。 

   附 則 

   この要綱は、平成２７年７月９日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、平成２８年７月２６日から施行する。 

 

 

 


